












おわりに 

 1.非緊急の周産期救急は、母体搬送が可能であり、母体搬送の決断と実行のタイミング

が大切である。 

 2.緊急時の新生児救急は、情報センターの協力がある。新生児専門医の協力と出産後の

新生児の速かな搬送であり、緊急時の母体側の救急は、上位よりの救援体制による現場で

の対応を原則としている。 

 3.行革の現在では、総合病院の小児科に地域毎にサテライト的な新生児施設を設定し、

情報センターを利用して、症例毎の円滑な対応を行っている。 

 4.将来、県内に地域毎の周産期センターの設置は望ましいが、医療のシステム化を堅持

し、一般に開放されるような病院になる事を極力防止する必要がある。 

 5.民間活力を重視する現在、一般の分娩は、民間の施設を利用し、妊娠早期にHRP をス

クリーニングして、適切に対応し周産期には、母体搬送を円滑に実施すること。 

 その為、受け入れ病院は、一般の分娩を制限し紹介事例のみとすることにより、2次、3

次の医療を専門とする。いわゆる、システム化を確立することが先決である。 


